
Elysium 3D-SUITE 使用許諾契約約款 

 

株式会社エリジオン（以下、「当社」という）は、本使用許諾契約約款（以下、「本約款」という）に

記述された全ての条項にお客様が同意されることを前提に、お客様に対して Elysium 3D-SUITE （以下、

「本ソフトウェア」という）の使用を許諾します。 

本約款及びその他当社が本ソフトウェアの使用に際しお客様に同意を求める全ての事項に同意できな

い場合、お客様は、本ソフトウェアの一部または全てをコピー、インストールまたは使用することがで

きません。その場合には、本ソフトウェアの使用許諾契約（以下、「本使用許諾契約」という）を解除し、

返金等の措置をとりますので、当社までご連絡ください。 

また、お客様は本約款に同意されることにより、本約款の各条項の拘束を受けることになります。な

お、本約款の内容は随時変更されることがあります。最新版は本ソフトウェアの最新版等からご確認く

ださい。約款の内容変更後も引き続き本ソフトウェアを使用された場合、お客様が変更内容に同意され

たものとみなします。 

 

第 1条 使用の許諾 

1. お客様は、本ソフトウェアをお客様の管理するコンピューター複数台にインストールすること

ができます。また、お客様は本ソフトウェアを、ライセンス数を上限とする台数のコンピュー

ター上で同時に使用することができます。 

2. お客様は、本ソフトウェアを自己の事業目的に限定して使用できるものとし、本ソフトウェア

をデータ変換サービスなど第三者のための目的で使用することはできません。 

 

第 2条 ライセンス管理およびパスワード 

1. お客様は、本ソフトウェアを使用する前に、本ソフトウェアのライセンスを管理するコンピュ

ーターを 1 台設置し、当社が別途指定する方法に従って、そのコンピューターを特定するため

の情報を当社に提供しなければなりません。エリジオンは、そのコンピューターに限定して、

本ソフトウェアの起動に必要なパスワードの発行を行います。 

2. お客様が本ソフトウェアのライセンスを管理するコンピューターを変更する場合、当社に対し

て当社が別途指定する方法に従って申請を行い、当社の指定する料金を支払うものとします。

当該申請が適正に行われたことを当社が確認できた場合、当社は、変更先のコンピューターに

対してパスワードの発行を行います。また、お客様は、ライセンスを管理するコンピューター

を変更した後、速やかに元のコンピューターから、本ソフトウェアに関するパスワードを抹消

する必要があります。 

第 3条 通知 

1. 本ソフトウェアに関する各種通知は、当社、もしくは当社の代理店から行うものとします。 

2. 当社からお客様への通知を行う場合は、①第 2 条のライセンスを管理するコンピューターの設

置申請もしくは変更申請に記載された電子メールアドレスへの送信、②お客様から届け出され

た住所地、お客様のホームページ上に記載された住所地もしくはお客様の登記上の住所地への

文書の送付、または、③当社ホームページ上への掲載のいずれか、当社が適切と判断する方法



によって行うことができるものとします。 

3. 当社からお客様への通知を行う際、前項の通知が実際にお客様に到達しなかった場合でも、そ

れが専ら当社の責に帰する事由による場合を除き、通常お客様に到達する時点において、お客

様に到達したものとみなされるものとします。 

 

第 4条 有効期間 

本ソフトウェアの使用に関する有効期間は、原則、お客様が本約款に同意したときから無期限

としますが、お客様と当社との間で期間を限定する旨の合意をした場合には、それに従うもの

とします。本約款は、お客様が適法に本ソフトウェアを使用している限り有効とします。 

 

第 5条 禁止事項 

1. お客様は、本ソフトウェアおよびパスワードを、当社の事前の承諾を得ることなしに、有償無

償を問わず、第三者に使用させること、または、譲渡・貸し出しすることはできません。 

2. お客様は、本ソフトウェアの改変、翻案をすることはできません。また、逆コンパイル、逆ア

センブル、リバースエンジニアリング等のソフトウェアの解析、分析を行ってはならないもの

とします。 

3. お客様は、本ソフトウェアに含まれるサンプルファイルを当社の承諾なしに無断で改変、複製、

配布することはできません。ただし、本ソフトウェアの一製品である Data Package Studio に

付属するサンプルファイルは、自己の事業目的に限定して改変、複製、配布することができま

す。なお、お客様の目的に著しく不適合である場合を除き、サンプルファイルに含まれるエリ

ジオンのロゴマークは変更、削除してはならないものとします。 

4. お客様が本ソフトウェアを使用するにあたり、以下のことに該当、または該当する恐れのある

行為を禁止します。 

・ 本ソフトウェアを使用する地域の法律、条例、その他、これに準ずる規制の定めに従

わない行為。 

・ 公序良俗に反する行為。名誉毀損を目的とする行為。犯罪行為を助長する行為。プラ

イバシーを侵害する行為。 

・ 知的財産権（著作権・意匠権・特許権・商標権等）を侵害する行為。 

・ 当社への登録情報に虚偽を記載する行為。 

・ 本ソフトウェアが連携する他社サービスまたはソフトウェア等の利用規約に従わず、

それらのサービスまたはソフトウェア等と本ソフトウェアを連携して使用する行為。 

・ インターネット利用者間で一般的に守られているマナーに従わず、スパミング等その

他、他人に迷惑をかける行為。 

・ その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第 6条 本ソフトウェアに関する権利 

本ソフトウェアに関する著作権、所有権、複製権など、本ソフトウェアに関する全ての権利は、

当社に帰属するものとします。お客様は、本使用許諾契約で認められている以外の権利は有し



ないものとします。 

 

第 7条 保証 

当社は、本ソフトウェアに関する仕様書またはそれに相当する文章に記述された機能に関して、

その仕様どおりに機能することのみを保証しますが、その他に関しては一切保証しません。ま

た、お客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。 

 

第 8条 賠償責任 

1. 当社は、お客様が本ソフトウェアを使用することによって、お客様または第三者が被った全て

の損害について責任を負わないものとします。また、当社は本約款に記載された内容以外の、

保証責任、債務不履行責任、契約不適合責任、および、その他の法的責任を負わないものとし

ます。ただし、当社の故意または重大な過失に基づく損害の場合は、お客様が本ソフトウェア

の購入費として、当社または当社の代理店に支払った金額を限度として、損害の賠償をするも

のとします。 

2. お客様の本使用許諾契約または本約款に違反する行為により当社に損害が生じた場合には、お

客様は当社が被った損害を賠償するものとします。 

 

第 9条 監査 

当社は、事前に通知の上、お客様に不利益が及ばないように配慮した形式で、お客様の事業所

に立ち入る等して、お客様が本ソフトウェアに関して本使用許諾契約および本約款の内容を遵

守していることを確認することができるものとします。 

 

第 10条 契約の解除 

お客様が、本使用許諾契約もしくは本約款の内容に違反した場合、または破産、会社整理、清

算などの理由で会社が消滅した場合は、本使用許諾契約は、当社から何らの通知を要さずに解

除されるものとし、お客様から本使用許諾契約で認められた権利等は一切消滅するものとしま

す。その場合、お客様は本ソフトウェアおよびパスワードを直ちに削除しなければならず、当

社から要求があった場合は、その旨証明書を提出するものとします。 

 

第 11条 紛争の解決 

本使用許諾契約に関するお客様と当社の間、または第三者との間に紛争が生じた場合、当事者

が信義・誠実の原則に従って紛争の解決を図るものとします。また、本使用許諾契約に関する

紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は静岡地方裁判所浜松支部とします。 

 

以上 

  



追加規約(本ソフトウェアの実行結果の電子データ等に関する同意) 

第 1条 定義 

1. 「本件ドキュメント」とは株式会社エリジオン（以下、「当社」という）が提供する Elysium 

3D-SUITE （以下、「本ソフトウェア」という）の実行結果の電子データ、及び、当該実行結果

を閲覧するためのあらゆる形式の電子データ、並びに、それらのデータを文書化したものを意

味します。 

2. 「元データ」とは本件ドキュメントを作成するために用いられた、当社が権利を保有していな

いデータを意味します。 

3. 「利用」とは本件ドキュメントの全部または一部を複製すること、配布すること、業務に用い

ることを意味します。 

4. 「ユーザー」とは本ソフトウェアを使用し、かつ、本件ドキュメントを利用する者を意味しま

す。 

5. 「利用者」とは、ユーザー以外の者で、本件ドキュメントを利用する者を意味します。 

 

第 2条 本件ドキュメントの利用 

1. 当社は、ユーザーが本同意事項・免責事項を遵守することを条件として、ユーザーに対し本件

ドキュメントを利用するための非独占的権利を許諾します。 

 

第 3条 本件ドキュメントに関する権利 

1. 本件ドキュメントに含まれる元データに起因する内容の権利の帰属先は、元データの権利の帰

属先と同一とします。 

2. ソフトウェア機能などの元データに依存しない本件ドキュメントの内容について、その全ての

権利は当社に帰属するものとします。 

3. ユーザーは、本件ドキュメントに関し、本同意事項・免責事項で認められている以外の権利は

有しないものとします。 

 

第 4条 禁止事項 

1. ユーザーは、本件ドキュメントに対してリバースエンジニアリング等のソフトウェアの解析、

分析を行ってはならないものとし、また、ユーザーから本件ドキュメントの提供を受けた利用

者に対して、本件ドキュメントに対するリバースエンジニアリング等のソフトウェアの解析、

分析を行ってはならないよう義務付けるものとします。 

2. ユーザーが本件ドキュメントを利用するにあたり、以下の各号に該当、または該当する恐れの

ある行為を禁止します。 

(1) 本件ドキュメントを利用する地域の法律、条例、その他、これに準ずる規制の定めに従わ

ない行為 

(2) 公序良俗に反する行為 

(3) 名誉毀損を目的とする行為 

(4) 犯罪行為を助長する行為 



(5) プライバシーを侵害する行為 

(6) 知的財産権（著作権・意匠権・特許権・商標権等）を侵害する行為 

(7) その他、当社又は第三者の権利を侵害する行為 

(8) 当社が不適切と判断する行為 

3. ユーザーは、ユーザーから本件ドキュメントの提供を受けた利用者に対して、本件ドキュメン

トを利用するにあたり、前項の各号に該当、または該当する恐れのある行為を行わないよう義

務付けるものとします。 

 

第 5条 賠償責任 

1. 当社は、本件ドキュメントの正確性、合目的性及び完全性を保証せず、ユーザー又は利用

者が本件ドキュメントを使用することによって、ユーザー、利用者又は第三者が被った全

ての損害について責任を負わないものとします。 

2. ユーザーの本同意事項・免責事項に違反する行為により当社に損害が生じた場合には、ユ

ーザーは当社が被った損害を賠償するものとします。 

3. ユーザーは、ユーザーから本件ドキュメントの提供を受けた利用者が前条第１項又は第３

項に違反し、禁止行為を行った場合、当該禁止行為により当社が被った損害を賠償するも

のとします。 

 

以上 

 


